
鹿児島県公立学校事務職員協会

令　和　７　年　度

定　期　総　会

議　案　書



１

２

３

４

（１） 令和６年度　会務報告及び事業報告について

（２） 令和６年度　決算及び監査報告について

（３） 令和７年度　役員選出（案）について

（４） 令和７年度　事業計画（案）について

（５） 令和７年度　予算（案）について

（６） その他

５

６

（注）会　則（抜すい）

第９条 　総会は最高の議決機関で，年１回開催する。ただし，理事会の決議または

会員の３分の２以上の要求，もしくは会長が必要と認めたときは臨時に開く

ことができる。

２ 　総会の議決事項は次のとおりとする

 （１） 会則の改正

 （２） 事業計画の審議

 （３） 予算の審議・決算の承認

 （４） 会長・副会長及び監事の承認

 （５） その他特に重要な事項

閉 会 の こ と ば

総　会　次　第

開 会 の こ と ば

会 長 あ い さ つ

議 長 選 出

議 事

そ の 他
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令和６年度　会務報告

4 月 1 日 学校名簿原稿依頼 各 校

4 月 15 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会加入校数調査報告 九 州 協 議 会

4 月 19 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会功労者表彰候補者推薦報告（４人） 九 州 協 議 会

4 月 19 日 第71回全国公立高等学校事務職員協会九州協議会研究大会参加申込報告 九 州 協 議 会

4 月 23 日 第76回全国公立高等学校事務職員研究大会福岡大会におけ 全 国 協 会

る特別分科会参加者及びサポートスタッフ報告

4 月 24 日 第76回全国公立高等学校事務職員研究大会開催要項送付及び参加申込依頼 各 校

4 月 25 日 第１回役員会及び会計監査
か ご し ま 県 民 交 流
セ ン タ ー

4 月 25 日 第１回理事会
か ご し ま 県 民 交 流
セ ン タ ー

4 月 25 日 令和６年度専門部委員の委嘱〔各専門部委員所属校宛〕 各 校

4 月 25 日 教育公務員弘済会鹿児島支部教育団体研究助成金交付申請 教育公務員弘済会

4 月 26 日 全国公立高等学校事務職員協会功労者表彰候補者推薦報告（３人） 全 国 協 会

5 月 1 日 学校名簿送信 各校・関係機関

5 月 17 日 専門部活動費送金 各 専 門 部

5 月 17 日 第76回全国公立高等学校事務職員研究大会参加申込報告〔福岡県〕 全 国 協 会

5 月 28 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会負担金納入 九 州 協 議 会

5 月 29 日 教職員福利厚生事務センター事務協力費請求
福 利 厚 生 事 務
セ ン タ ー

6 月 5 日 研究大会運営補助送金 姶 良 伊 佐 支 部

6 月 6 日 第２回役員・専門部長会
か ご し ま 県 民 交 流
セ ン タ ー

6 月 7 日 事務協力費交付（教職員福利厚生事務センター）
福 利 厚 生 事 務
セ ン タ ー

6 月 11 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会講師派遣申請 教 職 員 課

6 月 12 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会後援申請 県 教 育 委 員 会

6 月 12 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会第２回理事会
くまもと県民交流館
（ 熊 本 市 ）

6 月 13 日 第71回全国公立高等学校事務職員協会九州協議会研究大会並びに総会
くまもと県民交流館
（ 熊 本 市 ）

～ 14 日 〔参加者21人〕

6 月 19 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会開催案内送付 各 校

6 月 27 日 事務協力費交付（教職員共助会） 教 職 員 共 助 会

7 月 1 日 鹿児島県公立学校事務職員協会総会案内及び議案書送付 各 校

7 月 16 日 鹿児島県公立学校事務職員協会パソコン研修会後援申請 県 教 育 委 員 会

7 月 16 日 鹿児島県公立学校事務職員協会パソコン研修会開催案内送付〔研修部〕各 校

7 月 24 日 令和６年度全国公立高等学校事務職員協会第１回全国理事会 福岡アイランドシティフォー
ラム（福岡市）

7 月 25 日 第76回全国公立高等学校事務職員協会研究大会福岡大会 福岡アイランドシティフォー
ラム（福岡市）

～ 26 日 〔参加者39人〕

7 月 31 日 県外派遣研修〔３人〕
宮城県立功名支援学
校　外

～ 8 月 2 日 （宮城県）

8 月 7 日 学校名簿ＨＰ掲載

8 月 8 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会〔参加者94人〕
国 分 ハ ウ ジ ン グ シ
ビ ッ ク ホ ー ル

～ 9 日

8 月 9 日 鹿児島県公立学校事務職員協会総会
国 分 ハ ウ ジ ン グ シ
ビ ッ ク ホ ー ル

8 月 9 日 第３回役員・専門部長会 霧 島 市 国 分 公 民 館
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令和６年度　会務報告

8 月 16 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会講師等礼状発送 県教育委員会 外

8 月 19 日 日本教育公務員弘済会鹿児島支部　教育研究団体助成金交付 教育公務員弘済会

8 月 21 日 全国調査報告 全 国 協 会

8 月 23 日 パソコン研修会〔参加者48人〕
ＫＣＳ鹿児島情報専
門 学 校

8 月 28 日 令和７年度全国・九州大会参加予定者数調べ依頼 各 校

9 月 3 日 パソコン研修会講師等礼状発送
ＫＣＳ鹿児島情報専
門 学 校 外

9 月 5 日 会費納入依頼 各 校

9 月 26 日 研究発表補助（前年度，前々年度）送金 各 支 部

9 月 26 日 研究発表研究費送金 各 支 部

9 月 26 日 支部活動補助金送金 各 支 部

9 月 27 日 第４回役員・専門部長会 互 助 組 合 会 館

10 月 1 日 全国公立高等学校事務職員協会負担金納入 全 国 協 会

10 月 1 日 専門部活動費送金 各 専 門 部

10 月 2 日 令和７年度県外派遣研修募集依頼 各 校

11 月 8 日 全国公立高等学校事務職員協会会費納入 全 国 協 会

11 月 11 日 全国協会要覧送付 各 校

11 月 13 日 九州協議会公立学校事務職員協功労者表彰候補者予定者数調べ依頼 各 校

11 月 15 日 全国公立高等学校事務職員協会第２回全国理事会
国 立 オ リ ン ピ ッ ク
青少年総合センター

11 月 15 日 事務職員研修会，文部科学省との意見交換会
国 立 オ リ ン ピ ッ ク
青少年総合センター

11 月 27 日 令和７年度用様式等印刷申込書送付 各 校

12 月 13 日 第５回役員・専門部長会 互 助 組 合 会 館

12 月 19 日 九州協議会功労者表彰候補者予定者数報告（４人） 九 州 協 議 会

1 月 30 日 第６回役員会 互 助 組 合 会 館

1 月 31 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会第１回理事会 長崎ブリックホール

2 月 13 日 令和７年度　理事及び専門部委員，監事の選出依頼 各 支 部

2 月 18 日 鹿児島県公立学校事務職員協会研究大会講師派遣依頼 文 部 科 学 省

3 月 7 日 関係団体業務連絡 福 利 厚 生 事 務 セ ン タ ー
弘 済 会 ・ 共 助 会

3 月 7 日 会計監査
か ご し ま 県 民 交 流
セ ン タ ー

3 月 7 日 第７回 役員・専門部長会
か ご し ま 県 民 交 流
セ ン タ ー

3 月 10 日 全国公立高等学校事務職員協会功労者表彰候補者推薦依頼 各 校

3 月 12 日 会員退職に伴う慶弔費給付依頼文送付 各 校

3 月 17 日 全国公立高等学校事務職員協会九州協議会功労者表彰候補者推薦依頼 各 校

3 月 17 日 第72回全国公立高等学校事務職員協会九州協議会研究大会要項案内 各 校
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◎部長　○副部長　△会計

調査研究部　

◎鞍掛（薩摩中央）○山﨑（加世田常潤）△斜木（川内）大久保（松陽）

  假屋（市来農芸）福森（薩南工業）藤田（加治木）生駒（隼人工業）

委　　員   有村（串良商業）岡元（鹿屋特支）川﨑（種子島中央）田中（大島北）

  當房（指宿特支）

  末廣（副会長：鹿児島南）木原（本部理事：川薩清修館）

年 月 日

６．５．28 第１回調査研究部会　　　　　　　　　　　　　 於：教職員互助組合会館

  １　学校事務必携の見直しについて

　２　協会ＨＰ様式の更新について

  ３　ＨＰ事務ソフトについて

６．９．20  第２回調査研究部会　　　　　　　　　　　　 於：教職員互助組合会館

　１　学校事務必携様式の一太郎からワード等への変換作業について

  ２　学校事務必携の見直しについて

      班別確認作業

　３　協会ＨＰ様式の更新及びＨＰ事務ソフトについて

　　  班別確認作業

  ４　一括印刷物について

　　　経過及び今後の予定の説明

 　   

６．11．22  一括印刷物物品売買単価契約締結

６. 11. 27  各学校へ一括印刷物注文書発送

６. 11. 29  第３回調査研究部会                   　　 於：教職員互助組合会館

　１　学校事務必携様式の一太郎からワード等への変換作業について

　２　学校事務必携の見直しについて

      班別確認作業

　３　協会ＨＰ様式の更新及びＨＰ事務ソフトについて

　　　班別確認作業

　４　一括印刷物について

　　  経過及び今後の予定の説明

  　

７. １. 28  第４回調査研究部会                   於：教職員互助組合会館

  １　令和６年度年間反省及び次年度の取り組み

　２　特別委嘱委員の選出

７. ３. 12  一括印刷物発送

７．３．13  令和６年度版学校事務必携，ＨＰ様式，事務ソフト更新をＩＴ班へ依頼

 

 事務職員必携等のＨＰ掲載

 事務職員必携等のＨＰ掲載についての文書発信

令和６年度　事業報告書

内　　　　　　　　　　容
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◎部長　○副部長　△会計

研　修　部　

◎梶木（伊集院）　○猿樂（伊佐農林）　△住本（吹上）　藤後（開陽）

　小囿（甲南）　福田（鹿児島東）　久松（鹿児島盲）　松岡（鹿児島特支）

委　　員 　塩屋（頴娃）　脇元（鶴翔）　久德（南大隅）　前野(大島）　勝木（鹿屋工業）

　前田（武岡台）　吉村（鹿児島聾）

　饒平名（副会長：伊集院） 住吉（本部理事：鹿屋） 加治（本部理事：楠隼）

年 月 日

６.５.22 第１回研修部会 於：教職員互助組合会館

　１　令和６年度事業計画及び業務分担について

　２　令和６年度研究大会の内容検討及び業務分担について

  ３　令和６年度研究大会における質疑事項の内容検討について

  ４　令和６年度研究大会におけるアンケートの内容検討について

  ５　令和６年度パソコン研修会の内容検討について

６.７.５ 第２回研修部会 於：教職員互助組合会館

  １　令和６年度研究大会の内容検討及び業務分担について

  ２　令和６年度研究大会の当番支部との打ち合わせについて

  ３　令和６年度研究大会における質疑事項の内容検討について

  ４　令和６年度パソコン研修会の内容検討及び業務分担について

６.８.８～９ 令和６年度研究大会の運営補助 於：国分ハウジングシビックセンター

６.８.23 令和６年度パソコン研修会 於：ＫＣＳ鹿児島情報専門学校

６.９.12 第３回研修部会 於：教職員互助組合会館

  １　令和６年度研究大会について（総括）

  ２　令和８年度九州大会における発表支部選考について

  ３  令和６年度研究大会アンケート結果の分析について

　４　令和７年度研究大会における質疑事項について

  ５　令和６年度パソコン研修会アンケート結果の分析について

　

６.11.14 第４回研修部会 於：教職員互助組合会館

　１　令和７年度研究大会開催要項及び内容について 

　２　令和７年度研究大会に向けての質疑・意見交換募集案内について

７.２.14 第５回研修部会 於：教職員互助組合会館

  １　研究大会担当支部引継について

　２　令和６年度事業報告並びに令和７年度事業計画について

  ３　令和７年度研究大会開催要項・内容等について           

  ４　令和７年度研究大会における質疑・意見交換の内容検討について

　５　令和７年度パソコン研修会概要決定について

令和６年度　事業報告書

内　　　　　　　　　　容
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一般会計

収入の部 R7.3.31

科　   目 増 減 額

繰 越 金 0 令和５年度からの繰越

会費収入 ▲ 22,000 正会員会費 332人×2,000円

福利厚生事務ｾﾝﾀｰ

共　助　会

弘済会研究団体助成金

20,000円

雑収入 1,403

計 ▲ 20,597

支出の部

科　   目 残     額

支部活動補助金   83+2(開陽)校×15,000円=

研究大会講師謝金等

220,844

調査研究部　

研　修　部　　

 県分担金

 学校分担金

 県分担金

 学校分担金

 高等学校

 特別支援学校

県研究大会参加費 22,000円

県小中学校事務研究大会参加費 2,000円

理事会･役員会･専門部長会等 140,300円

全国･九州理事会,全国研修会等 786,200円

県研究大会関係等 69,340円

県外派遣研修(3人) 201,600円

事務手当 0 本部理事手当

慶 弔 費 退職・結婚等 21人×10,000円＝210,000円

通 信 費 郵送代 5,750円

振込手数料 30,140円

タブレット及びPC通信費更新料 59,400円

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費 170,500円

FB-WEB基本料 4,950円

金種両替手数料 550円

会 議 費 ▲ 7,680

総会議案書印刷代　 

用紙代

積 立 金 0 1,500,000円

研究大会運営補助（姶良伊佐） 150,000円

研究発表前年度補助（R7：南薩・姶良伊佐）　100,000円×2支部 200,000円

研究発表前々年度補助（R8：鹿児島C） 50,000円

研究発表前々年度補助（R8：熊毛） 70,000円

研究発表研究費（残りの全支部・ブロック）　30,000円×5支部 150,000円

九州大会研究発表助成金(九州協議会より北薩支部へ) 20,000円

予 備 費 568,749  　

合     計 1,637,037

（収入済額）

8,512,652 円　　　 　― 6,896,212 円　     ＝ 円

特別会計（九州大会・全国大会準備積立金）

○　九州協議会理事会・全国大会開催のための積立となります。
○　全国大会開催のための予算として約1,000万円が必要であり，単年度では負担できないため年次的に積み立てます。

686,000 664,000

研究活動
助成金

4,566,000 4,566,000 0

令和６年度　　　決　 　　算
鹿児島県公立学校事務職員協会

予 算 額 収入済額 摘      要

3,281,214 3,281,214

（171人＝（83校＋2校（開陽：定時・通信））×2＋1（奄美定時））

九州大会研究発表助成金(九州協議会より北薩支部へ)

35 1,438 預金利息

8,533,249 8,512,652

171人×15000円= 2,565,000円

171人×11000円= 1,881,000円

100,000円

研 修 費 2,415,000 2,194,156

予 算 額 支 出 額 摘      要

1,275,000円

50,000円

研究大会福利厚生費（景品代） 38,500円

 専門部活動費
365,511円

465,145円

5,000円

83校×1,000円=83,000円

R6年度分九 州 協 議 会
5,000円

83校×1,000円=83,000円

全 国 協 会
68校×3,000円=204,000円

15校×2,500円=  37,500円

459,500 441,500

旅　   費 1,580,000 1,197,440

18,000

R5年度分九 州 協 議 会

負 担 金

4人×40,000円＝160,000円

400,000 210,000 190,000

382,560

160,000 160,000

▲ 171,290

150,000 157,680

100,000 271,290

会場使用料　14,880円　　九州協議会情報交換会費等　142,800円

需 用 費 560,000 124,146 435,854

96,800円

研究助成金 640,000 640,000

27,346円

1,500,000 1,500,000 九州・大会全国大会準備積立金（特別会計）へ

8,533,249 6,896,212

0

568,749 0

今年度支出額④
今年度末積立金残高

①-④+②+③

4,493,546 1,500,000 77 0 5,993,623

（支出済額） 次年度への繰越額

1,616,440

前年度末積立金残高① 今年度積立額② 預金利息③
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（ 錦 江 湾 ）

（ 伊 集 院 ）

（鹿児島南）

（ 大 口 ）

（ 志 布 志 ） ※全国大会準備

（ 鶴 丸 ）

（市来農芸） 鹿児島

（ 指 宿 ） 南薩

支部

○ 寺 師 孝 夫 （ 甲 南 ） 竹 永 彩 夏 （鹿児島中央）

藤山 美津枝 （ 開 陽 ） 益山 由紀子 （ 明 桜 館 ）

西國原 愛子 （鹿児島工業） 福 田 真 都 （ 鹿 児 島 東 ）

鹿児島 田代 美佐子 （鹿児島特支） 松下 奈那美 （ 鹿 児 島 南 ）

原 田 仁 （武岡台特支）

本部理事 西崎 美佐子 （鹿児島南特支）

理４　専８ 加 治 大 志 （ 甲 南 ） 児美川 晋一 （ 伊 集 院 ）

中 尾 留 美 （ 鹿 児 島 南 ） 有 水 英 和 （串木野特支）

坂 ノ 上 四 雄 （ 出 水 特 支 ）

有 吉 知 子 （ 鹿 児 島 盲 ）

○ 吉 村 広 美 （ 枕 崎 ） 森 恒 太 （ 山 川 ）

南薩 竹之内 弘隆 （ 指 宿 特 支 ） 野 村 美 樹 （鹿児島水産）

理２　専３ 山﨑 さおり （加世田常潤）

○ 福 満 丈 夫 （ 出 水 ） 小 村 翔 （ 鶴 翔 ）

北薩 小 山 田 誠 （ 出 水 特 支 ） 林田 夕記子 （ 出 水 工 業 ）

理２　専３ 河 津 香 （ 川 内 商 工 ）

○ 村 山 惠 子 （ 伊 佐 農 林 ） 中 尾 暢 宏 （ 国 分 ）

姶良伊佐 土 佐 芳 己 （ 福 山 ） 穗 滿 夏 希 （ 霧 島 ）

理２　専３ 石 走 優 月 （加治木工業）

○ 本 吉 恵 （ 南 大 隅 ） 高城 央巴月 （ 鹿 屋 ）

大隅 福 山 美 紀 （ 鹿 屋 特 支 ） 原 田 雅 子 （ 曽 於 ）

理２　専３ 肥 後 有 斗 （ 志 布 志 ）

熊毛 ○ 栗 野 真 一 （中種子特支） 東 拓 磨 （ 種 子 島 ）

理２　専１ 柳 正 和 （ 屋 久 島 ）

大島 ○ 渡口 こずえ （ 徳 之 島 ） 豊 倉 秀 駿 ( 沖 永 良 部 ）

理２　専１ 永 濵 心 温 （ 与 論 ）

鞍 掛 良 幸 （ 調 査 研 究 ･ 南 薩 特 支 ） 野 﨑 智 子 （介助・鹿児島盲）

藤 田 恵 里 （ 調 査 研 究 ･ 加 治 木 ） 南 里 浩 輝 （IT班・大島特支）

前 田 淳 （研修・武岡台） 新 村 達 也 （IT班・鹿屋農業）

福 山 廣 大 （研修・野田女子）

住 本 幸 恵 （ 研 修 ・ 吹 上 ）

※特別委嘱｛原則最大１３人を限度，人数割合は調査研究部最大４人・研修部最大４人・介助２人・ＩＴ班３人｝

特別委嘱
(専門部委員)

理事16　専門部委員22　○印は支部長

監事 網　本　　有　希

々 原　田　　久　恵

理事 専門部委員

々 住　吉　　弘　典

々〔新設〕 木　原　　嘉　孝

々 丸　田　　美　香

々 末　廣　　卓　也

令和７年度　鹿児島県公立学校事務職員協会役員・理事・専門部委員名簿（案）

会長 福　永　　伸　一

副会長 饒 平 名　辰　治
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１ 令和７年度研究大会の開催

当番支部　鹿児島支部Ｃ班

２ 人材育成の推進

・若年層育成の推進（先進県への派遣「先進校・先進県外研究大会」）

・若手事務職員サポートプロジェクトの実施

・意識改革及びスキルアップの研究・推進

３ ＨＰ「ジムネット鹿児島」の運営及び活動内容の情報発信や情報提供

４ 研究大会及び支部活動活性化の研究・推進

・各支部の「研究テーマ」における研究内容の固定化による研究支援

５ 全国協会研究大会「令和12年度鹿児島開催」への準備と方策の研究

６ 協会の会計業務等に係る業務内容の改善

７ 各種リクリエーション大会の名称使用承認及び賞品授与

鹿児島支部Ａ班 支出業務など業務改善と効率化に関する項目

令和７年度　事業計画（案）

本　　　部　　

研究大会の研究発表における「研究テーマ」

割当支部 研究項目

鹿児島支部Ｂ班 支出業務など業務改善と効率化に関する項目

鹿児島支部Ｃ班 特別支援学校の業務内容に関する項目

南  薩  支  部 施設設備（災害などの防犯的なマニュアルも含む）に関する項目

熊  毛  支  部 給与関係（年末調整等含む）や旅費に関する項目

大  島  支  部 地域及び地理的な環境における様々な課題の解決の探求に向けた項目

北  薩  支  部 授業料・就学支援金・奨学のための給付金・諸会費に関連する項目

姶良・伊佐支部 現在の学校をめぐる状況との課題（「チーム学校」や「働き方改革」など）に関する項目

大  隅  支  部 新規採用者などの初任者向けマニュアルに関する項目
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3  鹿児島Ａ班  姶良伊佐・南薩

4  北　薩  大隅・熊毛

5  鹿児島Ｂ班  北薩・大島

6  姶良伊佐

7  鹿児島Ｃ班  南薩・姶良伊佐

8  大　　隅  鹿児島Ｃ・熊毛

9  鹿児島Ａ班

10  南　薩

11  鹿児島Ｂ班

12

13  北　薩
14
年
度

鹿児島Ｃ
姶良伊佐
から１本

14  鹿児島Ｃ班

15  姶良伊佐
1
7
年

北薩・大島・鹿
児島Ａ・鹿児島

Ｂから１本

　　※令和５年度　第７０回全国公立高等学校事務職員協会九州協議会研究大会鹿児島開催

　　※令和12年度　第８２回全国公立高等学校事務職員研究大会鹿児島開催「全国大会」

年度

鶴丸, 武岡台,明桜館，松陽, 鹿児島東

鹿児島工業，市来農芸，串木野

甲南, 鹿児島中央, 錦江湾, 開陽，

鹿児島南，吹上，伊集院

鹿児島盲，鹿児島聾，武岡台特支， 

鹿児島特支，鹿児島南特支

高等特別支援，串木野特支

研究大会当番支部割当表及び研究発表支部割当表

年度 研究大会当番支部割当
研究発表支部割当

鹿児島大会 九州大会 全国大会

姶良伊佐

６
年
度

北　薩

 鹿児島Ａ・鹿児島Ｂ
８
年
度

鹿児島Ａ
南　薩
姶良伊佐
から１本

５
年
度

鹿児島支部当番及び研究発表班 年度別の監事割当

 大隅・大島
11
年
度

大　隅
大　島
鹿児島Ｂ
北薩
から１本

 鹿児島Ｂ・北薩

 鹿児島Ａ・南薩
鹿児島Ａ
南薩
から１本

全国大会(鹿児島県開催)

 鹿児島Ｃ・姶良伊佐

 大隅・熊毛

鹿児島Ａ・大島

13
年
度

Ａ班

担当支部

６
姶良伊佐

大　　隅

７
鹿 児 島

Ｂ班

南　　薩

8
北　　薩

姶良伊佐

９
大　　隅

Ｃ班

鹿 児 島

１２
鹿 児 島

南　　薩

１０
南　　薩

北　　薩

１１
姶良伊佐

大　　隅
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◎部長　○副部長　△会計

調査研究部　

◎西崎（鹿児島南特支）　○鞍掛（南薩特支）　△河津（川内商工）

　益山（明桜館）　児美川（伊集院）　有水（串木野特支）　森（山川）

委　　員 　山﨑（加世田常潤）　穂滿（霧島）　石走（加治木工業）　肥後（志布志）

　東（種子島）　藤田（加治木）　

　末廣（副会長：鹿児島南）　坂ノ上（本部理事：出水特支）

１　学校事務必携について

　⑴  学校事務必携の一太郎データ変換

  ⑵ 「令和７年度版学校事務必携」の作成

　⑶　内容の精選と充実化の検討

２　ＨＰ様式等の更新について

　⑴　ＨＰ掲載用事務様式集の検討・更新

  ⑵　自校印刷へ向けた印刷物様式の検討・作成

３　ＨＰ事務ソフトについて

　⑴　ソフトの維持管理方法の検討，要領や手順書などの作成

  ⑵　ソフトの維持管理

４　一括印刷物について

  ⑴　契約内容の検討及び発注する印刷物の精選

  ⑵　契約先選考，契約書締結　

令和7年度　事業計画（案）
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◎部長　○副部長　△会計

研　修　部　

◎前田（武岡台）　○福山（野田女子）　△松下（鹿児島南） 竹永（鹿児島中央） 

　福田（鹿児島東） 原田仁（武岡台特支） 野村（鹿児島水産） 小村（鶴翔）

委　　員 　林田（出水工業） 中尾（国分） 高城（鹿屋） 原田雅(曽於） 豊倉（沖永良部）

　住本（吹上） 野﨑（鹿児島盲）

　饒平名（副会長：伊集院） 住吉（本部理事：大口） 有吉（本部理事：鹿児島盲）

  木原（本部理事：志布志）

１　研究大会等の研修活動について

　⑴　令和７年度研究大会の運営

    　当番支部：鹿児島支部Ｃ班

    　　期日及び会場

      　令和７年７月31日(木)～８月１日(金)　鹿児島県市町村自治会館

  ⑵　令和８年度研究大会の事前準備

　　　当番支部：大隅支部

 　   研究大会の日程・内容について検討・決定を進める。

  ⑶  パソコン研修会の実施

      業務に役立つ研修内容の検討を進める。

　　　期日及び会場

　　　令和７年８月22日（金）ＫＣＳ鹿児島情報専門学校

　　　令和８年度の研修会日程・内容について検討する。

  ⑷  研修活動の活性化

      他研修会との連携について検討する。

  　　研究大会内容の向上及び協会員間の研修・交流ができる場の検討・設置について考える。

２　質疑事項及び意見交換会の話題の収集・検討・照会

  ⑴　令和８年度研究大会の質疑事項及び意見交換会の話題を募集し，内容を検討する。

　⑵　本庁照会したものについては協会ホームページ「ジムネット鹿児島」掲載の質疑事項集に追加

　　する。

　⑶　掲載内容の精選と見直しを進める。

３　研究発表について

  ⑴  令和８年度研究大会における研究発表の事前準備

      発表支部　鹿児島支部Ｃ班，熊毛支部　２本

  ⑵  令和８年度九州大会における研究発表の候補選考及びバックアップ

      発表支部　鹿児島支部Ａ班（令和６年度選定済），南薩支部，姶良伊佐支部

　　　　　　　　のうち１本

令和７年度　事業計画（案）
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一般会計
収入の部

科　   目 予 算 額 前年度予算額 増 減 額

繰 越 金 1,616,440 3,281,214 ▲ 1,664,774 令和６年度からの繰越

会費収入 666,000 686,000 ▲ 20,000 正会員会費 333人×2,000円

福利厚生事務ｾﾝﾀｰ
共助会

弘済会研究団体助成金

雑収入 1,000 35 965

計 6,855,440 8,533,249 ▲ 1,677,809

支出の部

科　   目 予 算 額 前年度予算額 増 減 額

支部活動補助金   (84+2(開陽)校)×12,000円=
研究大会講師謝金(県外8万円・県内5万円ほか)

研 修 費 2,172,000 2,415,000 ▲ 243,000 研究大会福利厚生費（景品代）

調査研究部　
研　修　部　　

県分担金
学校分担金

特別支援学校

全国協会大会参加費・理事会負担金 30,000円
九州協議会・理事会負担金　等 100,000円

理事会･役員会･専門部長会等 120,000円
旅　   費 1,300,000 1,580,000 ▲ 280,000 九州協議会,全国･九州理事会,全国研修会等 900,000円

県研究大会関係　等 100,000円
県外派遣研修　等 180,000円

事務手当 120,000 160,000 ▲ 40,000 本部理事(4人)手当 4人×30,000円=120,000円

慶 弔 費 300,000 400,000 ▲ 100,000 会員の慶弔費（退職，結婚　 等）

郵送料・振込手数料等 50,000円
FB-WEB基本料 19,800円
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ管理費 200,000円
タブレット・PC通信費更新料 60,000円
データ変換手数料 100,000円

会 議 費 50,000 150,000 ▲ 100,000 会場使用料　等

封筒，用紙，消耗品等 50,000円

積 立 金 600,000 1,500,000 ▲ 900,000 九州大会・全国大会準備積立金（特別会計へ）

研究大会運営補助（鹿児島C） 150,000円
研究発表前年度補助（R8：鹿児島C・熊毛） 100,000円×２支部
研究発表前々年度補助（R9：大隅） 50,000円
研究発表前々年度補助（R9：大島） 70,000円
研究発表研究費（残りの全支部・ブロック） 30,000円×5
九州大会発表前年度補助 20,000円

予 備 費 730,140 568,749 161,391

合     計 6,855,440 8,533,249 ▲ 1,677,809

特別会計（九州大会・全国大会準備積立金）

○　九州協議会理事会・全国大会開催のための積立となります。(全国大会：令和12年度)

令和７年度　　　予 　　算　　 （案）

鹿児島県公立学校事務職員協会

摘      要

研究活動
助成金

4,572,000 4,566,000 6,000

172人×15,000円= 2,580,000円

専門部活動費
500,000円
500,000円

172人×11,000円= 1,892,000円

100,000円

預金利息

摘      要

1,032,000円
100,000円
40,000円

(172人＝(83校＋2校(開陽：定・通))×2+2(奄美：定・いろは中）)

5,000円
84校×1,000円=  84,000円

全 国 協 会
69校×3,000円=207,000円
15校×2,500円=  37,500円

中等・高等学校
負 担 金 463,500 459,500 4,000

九 州 協 議 会

通 信 費 429,800 100,000 329,800

需 用 費 50,000 560,000 ▲ 510,000

研究助成金 640,000 640,000 0

前年度末積立金残高 今年度積立額

○　全国大会開催のための予算として約1,000万円が必要であり，単年度では負担できないため年次的に積み立てます。

預金利息 今年度支出額 今年度末積立金残高

5,993,623 600,000 80 0 6,593,703
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　　　第１章　総　　則

　（名　称）

第１条　本会は，鹿児島県公立学校事務職員協会と称する。

　（事務所）

第２条　本会の事務局は，会長の在任する学校に置く。ただし，会長在任校以外の学校におくこともできる。

　（目　的）

第３条　本会は，会員相互の親睦と，緊密な連携のもとに学校事務の研究並びに，学校教育の進展に寄与す

　ることを目的とする。

　（事　業）

第４条　本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　（１）　学校事務の能率促進に関する調査・研究

　（２）　研究会・講習会等の開催

　（３）　関係諸団体との連絡提携

　（４）　その他本会の目的達成に必要な事業

　（専門部等）

第５条　本会は，前条の事業を行うため次の専門部等を置く。

　（１）　調査研究部

　（２）　研　修　部　

  （３）　Ｉ　Ｔ　班

  （４）　その他必要と認める部

　　　第２章　組　　織

　（会　員）

第６条　本会は，鹿児島県公立高等学校，特別支援学校に勤務する事務職員及び事務に従事するその他の職

　員をもって構成する。

　（支　部）

第７条　本会は，次の地区別に支部を置く。

　鹿児島，南薩，北薩，姶良伊佐，大隅，熊毛，大島

　　　第３章　機　　関

　（機　関）

第８条　本会に次の機関を置く。

　総会・理事会・役員会・支部会・専門部会等

　（総　会）

第９条　総会は最高の議決機関で，年１回開催する。ただし，理事会の決議または会員の３分の２以上の要

　求，もしくは会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。

２　総会の議決事項は次のとおりとする。

　（１）会則の改正

　（２）事業計画の審議

　（３）予算の審議・決算の承認

　（４）会長・副会長及び監事の承認

　（５）その他特に重要な事項

　（理事会）

第10条　理事会は総会に次ぐ議決機関で，理事をもって構成する。なお，必要に応じ，各専門部長及び監事

　を出席させることができる。

鹿児島県公立学校事務職員協会会則
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２　理事の数は，各支部２名（支部長を含む。）とする。

　ただし，会員40名を超える支部については，会員数が40名を超える20名ごとに１名を２名に加えた数とす

　る。

３　理事会は毎年１回以上開催し，次の事項を審議する。

　（１）総会の議案

　（２）会則施行のための必要な諸規則の制定及び改廃

　（３）予算の補正に関する事項の審議

　（４）その他必要な事項

　（役員会）

第11条　役員会は会長，副会長，本部理事で構成し，次の事項を処理する。なお，必要に応じ，各専門部長

　を出席させることができる。

　（１）総会，理事会で議決された事項

　（２）緊急に処理を必要とする事項

　（３）その他必要な事項

　（支部会）

第12条　支部会は第７条に基づく支部毎に設置し，支部長を置き，次の事項を処理する。

　（１）支部総会の開催

　（２）第４条に基づく事業の推進

　（３）その他必要な事項

　（専門部会等）

第13条　専門部会は専門部委員及び専門部担当役員で構成し，次の事項を処理する。

　（１）専門部長の選出

　（２）第４条に基づき総会並びに理事会で決議された事業の推進

　（３）その他専門部活動に必要な事項

２　ＩＴ班はＩＴ班委員及びＩＴ班担当役員で構成し，協会ホームページの運用並びに会員に対するＩＴに

　関する相談・助言を行う。協会ホームページ運用の詳細は別に定める。

　　　第４章　役　　員

　（役　員）

第14条　本会に，次の役員を置く。

　（１）会　　長    １　名　本会を代表し，会務を統括する。

　（２）副 会 長    若干名　会長を補佐し，会長に事故あるときはこれを代行する。

　（３）本部理事    若干名  本会の事務を処理する。

　（４）監　　事    ２　名  本会の会計を監査する。

　（選出方法）

第15条　役員等の選出は次による。

　（１）会長，副会長及び監事は，理事会で選出し，総会の承認を得る。

　（２）専門部委員は，各支部の推薦及び役員会推薦により会長が委嘱する。

　（３）本部理事及びＩＴ班委員は，役員会の推薦により会長が委嘱する。

　（４）専門部長及び特別委嘱の部員は，各部で選出し会長が委嘱する。

　（任　期）

第16条　役員，理事及び専門部委員の任期は１年とし再任を妨げない。欠員の補充によって就任した者の任

　期は前任者の残任期間とし，任期満了の場合でも後任者の就任までその職務を行うものとする。

　　　第５章  会　議

　（議　長）

第17条　総会及び理事会の議長は，会議の都度選出する。
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　（定員数等）

第18条　総会及び理事会は，構成人員の３分の２以上（委任状を含む。）の出席をもって成立し，出席人員

　の過半数で議決する。なお，可否同数のときは議長がこれを決定する。

　（招  集)

第19条　会議は，支部会を除き，全て会長が招集する。

　　　第６章  会　計

　（経　費）

第20条　本会の会計は次に掲げるものでまかなう。

　（１）会　　費

　（２）寄 付 金

　（３）その他の収入

第21条　本会の事業及び会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

　ただし，総会において予算案が承認されるまでの間は，通常の会議及び例年執行される経常的な収支につ

　いては，会長の決定において処理できるものとする。

　　　附　則　

　本会則は昭和46年７月11日から施行する。

　　　附　則　

　本会則は昭和47年８月10日から施行する。ただし，第19条（現行第20条）については，昭和47年度に限り

　７月１日から昭和48年６月30日までとする。

　　　附　則

　本会則は昭和53年７月１日から施行する。

　　　附　則

　本会則は平成５年７月１日から施行する。

　　　附　則

　本会則は平成10年７月１日から施行する。

　　　附　則

　本会則は平成13年８月３日から施行する。ただし，第19条（現行第20条）については，平成13年度に限り

　７月１日から平成14年３月31日までとする。

　　　附　則

　本会則は平成15年４月１日から施行する。

　　　附　則

　本会則は平成18年４月１日から施行する。

      附　則

  本会則は平成19年４月１日から施行する。

      附　則

  本会則は平成21年４月１日から施行する。

      附　則

　本会則は平成23年４月１日から施行する。

    　附　則

　本会則は令和３年４月１日から施行する。
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　（目　的）

第１条　この規定は，鹿児島県公立学校事務職員協会員の慶弔に関し規定することを目的とする。

　（給　付）

第２条　会員には次により慶弔の給付を行う。　　　

　（１）　疾患等のため，入院期間が引き続き１ヶ月以上に及んだときは10,000円

　（２）　休職になって１年を経過したときは，10,000円

　（３）　死亡したときは，10,000円（生花及び弔電は別途）

　（４）　退職したときは，10,000円

　（５）　結婚したときは，10,000円

　（７）  上記（１）～（６）の請求期限は，事実発生日から３年とする。

第３条　この規定の改正は，理事会の議決を経て承認を受けなければならない。

　　　附　則　

　この規定は昭和48年７月１日から施行する。

　　　附　則　

　この規定は昭和52年７月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は昭和63年７月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は平成５年７月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は平成10年７月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は平成15年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は平成16年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規定は令和５年４月１日から施行する。

理事会了解事項

　（給付該当者の報告手続き）

        「慶弔規定第２条関係各号」の該当者は，別記様式により，本部へ報告してください。

  （給付手続）

         本部は，上記の報告により，本人あてに給付金を送金します。

鹿児島県公立学校事務職員協会の慶弔に関する規定

　（６）　災害を受けたときは，役員｛会則第11条（３）｝の協議により，その災害の程度に応じて10,000
        円以内の額。
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　（交付の目的）

　（交付対象及び助成金）

　（申請手続き）

　（交付決定の通知）

　（実績報告）

３ 　この助成金の交付を受けようとする個人又は研究グループは，助成金交付申請書（様式１）を研
究助成金交付審査委員会に提出する。

４ 　研究助成金交付審査委員会は，個人又は研究グループから交付申請書の提出があったときは，審
査のうえ交付決定を行い，交付決定通知書（様式２）を請求者に交付するものとする。

５ 　助成を受けた個人又は研究グループは助成事業の完了したときは，その日から３０日以内に研究
実績報告書（様式３）を，研究助成金交付審査委員会に提出するものとする。

鹿児島県公立学校事務職員協会研究助成金交付要綱

１

２

　この助成金は，会員が個人又は研究グループで学校事務に関する調査研究のために要する経費の
一部を助成し，もって学校事務の改善振興を図ることを目的とする。

　研究助成金交付審査委員会において，助成金交付の対象として認められたときは，予算の範囲内
で助成する。

- 18 -



　（主　旨）

　（審査委員会の構成）

２ 　委員の構成は次のとおりとする。

　  （１）　会 長

　  （２）　委 員

　（審査事項）

　（審査委員会の位置）

４

５

　　　附　則　　

　この規定は平成15年４月１日から施行する。

      附　則

  この規定は平成18年４月１日から施行する。

      附　則　　

　この規定は平成19年４月１日から施行する。

　　　附　則　　

　この規定は令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則　　

　この規定は令和６年８月９日から施行する。

　この規定は，昭和60年７月１日から施行する。

鹿 児 島 県 公 立 学 校 事 務 職 員 協 会
研究助成金交付審査委員会設置規定

１ 　この規定は，会員が学校事務の改善振興を図るため，調査研究に要する経費助成の審査にあたり
適正な運営等の基本的な事項を定めるものとする。

協 会 長

協会副会長

本 部 理 事

専 門 部 長

３ 　個人又は研究グループから提出された助成金交付申請書及び研修計画書等について，内容を審査
し，適否の決定を行う。

　審査委員会の事務所は，会長在任校におく。
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　本事業は，鹿児島県公立学校事務職員協会研究助成金交付要綱に基づき，以下の要領で実施する。

１ 県外派遣研修の目的

 (１)　若年層を育成し，会員の資質向上を図り協会の発展に寄与する。

 (２)　次代を担う事務職員が，学校事務に関する見聞を広め，「事務職員のありかた」や「職務改善」につ

いて研修を深めるとともに，研修成果を還元することによって協会活動の活性化を図る。

２ 県外派遣基準

 (１)　派遣の対象者（原則として，次のいずれかに該当する会員）

ア　派遣年度における４月１日現在の年齢が４０歳未満の者。

イ　派遣年度における４月１日現在の年齢が４５歳未満で，異動等により初めて県立学校に勤務してい

　る者。

 (２)　派遣者の人数

　個人又はグループとし，年間４名程度とする。

 (３)　派遣の日程

　２泊３日程度

 (４)　派遣の場所

ア  学校事務に関して，先進的な取組や特色ある活動を行っている全国各地の地域

イ  鹿児島県以外（県外）の研究大会への参加

 (５)　派遣希望者の募集

ア　全会員を対象として派遣の前年度に募集する。

イ　派遣を希望する会員は，（別紙１）「県外派遣研修計画書」を各支部長あてに提出して申し込むも

　のとする。

ウ　各支部長は支部内会員から提出された「県外派遣研修計画書」を研究助成金審査委員会あてに提出

　するものとする。

 (６)　派遣者の決定

ア　研究助成金交付審査委員会は，各支部長が推薦した派遣候補者の中から派遣者を決定する。

イ　派遣者は派遣の当該年度に決定する。

ウ　決定された派遣者は，助成金交付申請書（様式１）を研究助成金交付審査委員会へ提出する。

 (７)　派遣者の欠員補充

ア　派遣者に欠員がある場合は，各支部長及び役員が派遣候補者を研究助成交付審査委員会に推薦する。

イ　派遣者の決定の手続きについては前記（６）に準じる。

３ 研修成果の報告

 (１)　派遣者は，研修終了後速やかに（別紙２）「研修成果報告書」を各支部長に提出すること。

 (２)　各支部長は管内会員から提出された「研修成果報告書」を集約して研究助成審査委員会に提出するこ

と。

 (３)　派遣者は次年度の研究大会等で研修内容を報告することによって，研修成果を全会員に還元するもの

とする。

　附　則　

本要領は平成23年４月１日から実施する。

　附　則　

本要領は令和３年４月１日から実施する。

　附　則　

本要領は令和５年４月１日から実施する。

　附　則　

本要領は令和６年８月９日から実施する。

鹿児島県公立学校事務職員協会
「県外派遣研修事業」実施要領
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　（趣　旨）

　（定　義）

第２条　この要綱において，用語の意義は，次に定めるところによる。

　（２）　賞品の授与　当該大会の優勝者への賞品（盾）を授与することをいう。

　（承認基準）

第３条　協会が大会への名称使用の承認を行う場合の基準は，次のとおりとする。

　（１）　大会の主催者は，協会の会員もしくは会員で作る団体であること。　

　（２）　大会の内容が次のいずれにも該当するものであること。

　　　　ア　大会の内容が明らかに文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。

　　　　イ　大会の内容が明らかに営利を目的とするものでないと認められるものであること。

　　　　ウ　大会の参加者が，協会会員或いは協会ＯＢであること。

　　　　エ　大会の参加人員が，10名以上又は５所属以上であること。（ＯＢは１名１所属とする）

　（３）　その他次の要件を満たすものであること。

　　　　イ　開催の場所が公衆衛生，災害防止等について,十分な設備及び設置が講ぜられていること。     

　（１）　学校職員として県民の信頼を損なうようなものでないこと。

　（２）　商業的又は政治的な宣伝の顕著なものでないこと。

　（３）　その他中正を欠く意図が感じられるものでないこと。

　（権限の委任）

第４条　協会長は大会への名称使用の承認及び賞品の授与に係る権限を協会本部理事に委任する。

  （名称使用の承認申請）

第５条　大会への名称使用の承認を受けようとするものは，当該行事の開始日20日前までに，大会への名

　称承認申請書（別記第１号様式）及び次の各号に掲げる書類を本部理事に提出しなければならない。

　（１）　会員への大会募集案内原稿

　（２）　会費を徴収する場合にあっては収支予算案

　（３）　その他必要と認める書類

　　　　ウ　主催者が参加者等から入場料，参加料等の経費を徴収する場合は，大会の遂行上やむを得な
　　　　　い場合であって，参加者等に加重の負担にならないものであること。

　　　　エ　過去に協会が大会への名称使用を承認したもので，当該承認の条件を履行しなかったことが
　　　　　ないこと。

　　　　オ　同一年度内に同一支部内において，同じ種目で承認を受けた団体がないこと。（同一支部内
　　　　　での同一種目の承認は年１回限りとする。）

２　大会への名称使用に当たっては，前項に規定するもののほか，大会の内容について次の各号に掲げる
　事項にも留意するものとする。

鹿児島県公立学校事務職員協会の各種レクリェーション大会
への名称使用と賞品の授与に関する要綱

第１条　この要綱は，会員の親睦に寄与すると認められる各種レクリェーション大会（以下「大会」とい
　う。）に鹿児島県公立学校事務職員協会（以下「協会」という）の名称使用と優勝者への賞品の授与を
　行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（１）　名称使用大会の趣旨に賛同し，当該大会の参加者募集等について協会名の使用を許可すること
　　　　をいう。

　　　　ア　主催者の存在及び大会の内容が明確で，大会の遂行能力が十分であると判断されるものであ
　　　　　ること。
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　（名称使用の承認及び賞品の授与）

　（協会長への報告）　

２　本部理事は，許可等の状況を第４号様式に整理しなければならない。

　（大会内容の変更）

　（名称使用の承認の取消し等）

　（１）　虚偽の申請を行ったとき。

　（２）　大会の内容等が第３条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

　（３）　承認の条件に違反したとき。

　（実施結果の報告）

　（名称使用の期間）

　（損害やけが等に関する費用の負担）

　　　附　則　

　この要綱は，平成12年８月１日から施行する。

　　　附　則　

　この要綱は，平成15年４月1日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は，平成18年４月1日から施行する。

第11条  大会の名称使用の承認期間は，承認の日から当該承認に係わる大会の終了する日までとする。た
　だし，協会年度を越えることはできないものとする。

第12条　協会は，名称使用の承認をした大会における損害あるいはけがに対し，いかなる場合においても
　一切の責任及び負担は負わないものとする。

第６条　本部理事は，前条第１項の規定による申請について，当該申請に係る大会への名称使用の承認を
　決定した場合には，大会の名称使用承認通知書（別記第２号様式）により，当該申請をした者に通知す
　るものとする。

２　本部理事は，前項の規定により大会への名称使用の承認をする場合には，承認期間その他の必要な条
　件を付すものとする。

３　本部理事は，第１項により名称使用を承認し，申請者が賞品の授与を希望する場合は優勝者への賞品
　を送付するものとする。

第７条　本部理事は，前条により承認した場合は，第３号様式によりすみやかに協会長へ報告しなければ
　ならない 。

第８条　大会への名称使用の承認を受けた者は，当該承認に係わる大会の内容を変更しようとするときは，
　あらかじめ本部理事の承認を受けるものとする。ただし，変更に係わる事項が軽易なものであると認め
　られるときは，届出をもってこれに代えることができるものとする。

第９条　本部理事は，大会の名称使用の承認を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは直ちに
　その是正を命じ，又は当該承認を取り消すものとする。

第10条　本部理事は，必要があると認めるときは，大会の名称使用の承認を受けた者に対して，当該承認
　に係わる大会の実施結果について，報告を求めることができるものとする。
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　（目　的）

　（趣　旨）

　（管理者）

第５条　管理者は，ジムネット鹿児島の作成及び運用に関する管理を行う。

　（運用責任者）

第８条　前条の規定に関わらず，重要な改廃の場合，作成及び運用に関する調整は管理者が行う。

　（運用業務）

第９条　ＩＴ班は，ジムネット鹿児島の作成及び運用業務に関する次の各号を行う。

　（１）　Ｗｅｂページの作成及び修正

　（２）　Ｗｅｂプログラムの作成及び修正

　（３）　掲示板の設置及び修正，また掲示板から運用責任者へのインターネット接続

　（４）　ホームページ作成に関する契約

　（５）　その他

　（個人情報の保護）

鹿児島県公立学校事務職員協会ホームページ管理規定

第１条　鹿児島県公立学校事務職員協会会則第３条の目的を達成するため，鹿児島県公立学校事務職員協
　会のホームページ（以下「ジムネット鹿児島」という）を設置し，管理規定を定め，運用を図ることと
　する。

第２条　この管理規定は，鹿児島県公立学校事務職員協会会則第５条第３項各号の事業を補完するため，
　ジムネット鹿児島に係る作成及び運用について必要な事項を定めたものである。

４　鹿児島県公立学校事務職員協会で発行する「学校名簿」については，「会員用」のページに掲載し，
　パスワードを設定するものとする。

第10条　ジムネット鹿児島の作成に当たっては，個人情報の保護に関する法律に基づき，個人情報等のプ
　ライバシー保護について十分配慮するものとする。

第６条　管理者は，運用責任者を置き，ジムネット鹿児島に係る作成及び運用の取り扱いを委任する。

第３条　本会の活動内容を広くかつ迅速に情報発信するとともに，会員への情報提供及び会員相互の情報
　交換の場として，ジムネット鹿児島を活用するものとする。

第４条　ジムネット鹿児島の管理者は，鹿児島県公立学校事務職員協会会長（以下「管理者」という。）
　とする。

第７条　運用責任者は，鹿児島県公立学校事務職員協会ＩＴ班担当副会長（以下「運用責任者」という。
　）とし，ジムネット鹿児島に係る作成及び運用に関する調整を行う。作成及び運用に係る業務は，鹿児
　島県公立学校事務職員協会ＩＴ班（以下「ＩＴ班」という。）が行う。

２　ジムネット鹿児島の「研究大会・報告」には鹿児島県公立学校事務職員協会での研究大会やパソコン
　研修会で発表したものを掲載するものとする。

３　前条第２項以外でジムネット鹿児島に鹿児島県公立学校事務職員協会会員並びに個人の文章・絵画・
　プログラムソフト等を掲載する場合には，該当者の許諾を得るものとする。
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　（名称使用の期間）

　（損害やけが等に関する費用の負担）

　　　附　則　

　この要綱は，平成12年８月１日から施行する。

　　　附　則　

　この要綱は，平成15年４月1日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は，平成18年４月1日から施行する。

第11条  大会の名称使用の承認期間は，承認の日から当該承認に係わる大会の終了する日までとする。た
　だし，協会年度を越えることはできないものとする。

第12条　協会は，名称使用の承認をした大会における損害あるいはけがに対し，いかなる場合においても
　一切の責任及び負担は負わないものとする。
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